
当院では、次の施設基準に適合している旨を東海北陸厚生局に届出ております。 

基本診療料 

療養病棟入院基本料１ 第15号 （令和5年7月1日）

診療録管理体制加算3 第65号　（令和3年6月1日）

療養病棟療養環境加算１ 第21号　（平成18年4月1日）

データ提出加算  (DPC<診療群分類包括評価>算定病院) 第95号　（令和3年6月1日）

認知症ケア加算3 第88号　（令和6年1月1日）

特掲診療料 

ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 第130号　（平成24年9月1日）

脳血管疾患等リハビリテーション料　（3） 第7号　（平成29年6月1日）

運動器リハビリテーション料　（3） 第6号　（平成29年6月1日）

外来・在宅ベースアップ評価料　(1) 第18号　（令和6年6月1日）

入院ベースアップ評価料　(27) 第2号　（令和7年4月1日）

入院食事療養について

以降)、適温で提供しております。

その他届出について
酸素の購入単価 第8205号　 (令和7年4月1日） LGC 算定単価　0.32円　　　小型ボンベ　算定単価　2.36円

領収書の発行について

寝具について

詳しくは、外来受付担当者にお尋ねください。

令和　7年　4月　更新

　　　　　　　　　　　　日勤帯　:　看護職員1人当たりの受け持ち数は9人以内

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、明細書の発行を希
望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

当院は、厚生労働大臣が定める基準に適合した療養上必要な寝具(敷き布団、掛け布団、シーツ類、枕、枕カバー等)を提供してい
ます。

後発医薬品ついて
当院は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護補助者1人当たりの受け持ち数は9人以内

　　　　　　　　　　　　夜勤帯　:　看護職員1人当たりの受け持ち数は43人以内

患者様の希望により長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等が行われた場合、患者様の負担となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護補助者1人当たりの受け持ち数は43人以内

当病院は、入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後６時

入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）　　　　　　第685号　（平成29年6月1日)

当病院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定
項目の分かる明細書を無料で発行しています。

      当病棟における1日に看護を行う看護職員(看護師及び准看護師)の数は、常時、入院患者20名又はその端数を増すごとに

　　　また、当病棟における夜勤を行う数は、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上となっております。

　　　看護職員の2割以上が看護師です。

療担規則等に基づく厚生労働大臣が定める掲示事項等

東海北陸厚生局への届出事項について

　　1人以上、看護補助者の数は常時、入院患者20名又はその端数を増すごとに1人以上となっております。

   1病棟 (療養病棟入院基本料　: 43床)


